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少子高齢化や世界経済の競争激化など
社会情勢が変化している日本社会において、
大学が果たすべき役割は変わりつつある。
本号では、大学が10年後も輝き続けるうえで脅威となる外的要因の中から
「高校生マーケットの変化」「文部科学省が求める役割の明確化」
「学習環境の変化」「専門学校職業実践専門課程のスタート」の
４項目に焦点をあてる。
これらの環境変化や外圧をむしろチャンスと捉え、
影響を正しく理解したうえで、自学のあるべき姿を考え、
特色強化とそれを実現する教学マネジメントを進めることが
今こそ求められている。

脅威をチャンスにし、
特色強化を推進する

[特集 ]

　2014年度『Between』は、「特色強化と教学マネジメント」を、
年間を通した特集テーマとする。  

　自学の機能を明確にし、特色を強化して、掲げた人材像を実現する
教学マネジメントを推進するための改革を支援していく。

エリアにより異なる高校生マーケットの状況を解説………………P.4

●ミッション再定義「国立大学」の捉え方
客観データの洗い出しにより特色の明確化を図る……………………P.8
●ミッション再定義「公立大学」の捉え方
公立大学ならではの地域貢献を推進する…………………………………P.10
●ミッション再定義「私立大学」の捉え方（俯瞰した視点から）
大学間協力が生み出す地域の魅力と教育力向上………………………P.12
●ミッション再定義「私立大学」の捉え方（現場の立場から）
政策の要請を追い風と捉え、不断の改革に取り組む… ……………P.14
文科省の事業を好機とし、特色と魅力ある大学づくりを… ………P.16

オープンエデュケーションの時代こそ、
特色強化と役割の再定義が必要となる……………………………………P.18
事例：明治大学 ICTで広がる授業の可能性…………………………………P.21

専門学校を競合と認識し、
大学のキャリア教育・職業教育の充実を図る…………………………P.22
企業と連携し、協業して構築した専門学校の教育力………………P.24
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外的要因（大学への要請・環境変化など）

事業計画
意思決定のしくみ
組織・体制

ガバナンス

特色強化

「教育力で選ばれる大学」

＝

将来像（10年後も輝く大学）

●原資・強みの洗い出し　●地域における役割
●学内外の資源　●競合優位性

●APを明示した学生受け入れ（入試）●特色の裏付け
●認知・理解の浸透（広報）●情報公表

学内資源 特色の理解と浸透

Betweenが考える「影響が大きい4項目」

その他の外的要因
社会・経済のグローバル化
企業が求める人材像の変化

地域における大学の役割
入試改革による高大接続

教育情報の公表義務化



【図表１】都道府県別大学等進学率の２か年比較

環境変化を捉えた教育改革を

18歳人口は、マクロでは３、４年踊り場が続くが、
2018年度以降再び減少期に突入する。
文部科学省の学校基本調査の近年のデータを基に
18歳人口と大学等進学率を多角的に分析しながら、
今後の高校生マーケットの状況を予測する。

進研アド教育情報センター センター長

現状認識

高校生マーケットの変化 　● 特集　脅威をチャンスにし、特色強化を推進する

　学校基本調査によると、2013年３月
の高校卒業者数は約109.2万人だった
（対前年度3.5万人増）。日本私立学校
振興・共済事業団の2013年度の「私立
大学・短期大学等入学志願動向」によ
ると、大学入学者数も前年度比9131人
増。結果的に、入学定員充足率も1.39
ポイント上昇し、全体で106％と上方推
移した。
　一方、大学進学率は２年連続して低
下した。2012年度以降、大学進学率の
上昇は限界に達しているとの見方が強
い。2013年３月高校卒業者の進路の内
訳を見ると（学校基本調査。以下同）、
大学進学が47.4％（前年度比0.3ポイン
ト減、以下同）、短大進学が5.8％（0.1
ポイント減）で、大学・短大の進学率
合計は53.2％（0.4ポイント減）。専門学
校進学率は17.0％（0.2ポイント増）であ
り、３つの学校種への進学率は70.2％
（0.2ポイント減）となる。大学、短大の
進学率は低下する一方、専門学校進学
率は４年連続で上昇しており、専門学
校進学者の増加が上級学校進学率を

「微減」にとどめたと言える。
　次に、景況感に左右される高卒の就
職率は16.9％（0.2ポイント増）と３年連
続して上昇し、厳しかった就職状況か
らの回復が見られる。
　過年度卒業者を含む大学進学率は
49.9％（0.9ポイント減）であり、専門学
校進学率、就職率が上昇傾向にある中
で、その減少幅は決して小さくない。
18歳人口は、マクロではここ３、４年
は「踊り場」が続くが、2018年度以降
は減少期に突入し、2025年度までの８
年間で約10万人減少する。大学進学者
の減少がボディーブローどころではな
く、決定的な経営難の加速要因になる
大学が出てくるだろう。
　大学進学率が２年連続で低下した要
因として、
①家計に占める教育費の負担感が増大
②実学、資格取得志向が強まり、４年
制大学から専門学校へシフト　　
が考えられる。景気が好転し家計内で
の教育投資への裁量が高まれば、大学
進学率は再び上昇すると考えられがち
だ。しかし、現在の日本の大学進学率
が限界点に達したのならば、今後も現
行水準で推移することになる。大学進

学率が限界に達しているかどうかは、
2014年度入試以降の変化を注意深く検
証する必要がある。仮に進学率の頭打
ちが常態化した場合、2018年度以降ま
すますマーケットの縮小が加速する中
で、大学の経営難は予測よりも早く進
むだろう。

　ここからは、高校生マーケットに影
響を及ぼしている３つの要因を見てみ
る。
　第１の要因は、高校生の「進路選択
への不安感」である。90年代半ば以
降、就職氷河期と言われる厳しい就職
難が長期にわたって続いている。政府
の経済政策が頻繁に取り沙汰される
が、自分自身の就職問題として捉えた
とき、高校生の多くは雇用環境が劇的
に良好になることはなく、また長期的
な経済成長が保障されないことを、ぼ
んやりと認識しているはずだ。大学卒
業時には就職が厳しくても、景気が良
くなれば非正規社員から正規社員へ、
雇用の道筋が開かれるとは考えていな

い。経済成長の鈍化、莫大な政府債務
などの日本経済の不安要素や、MOOC
等大学に通わずとも学習できる時代と
なり、大学進学に対するコストパ
フォーマンスを疑いつつあるのかもし
れない。資格取得により自己武装する
ことが、就職難に対抗できる自衛策だ
と思われ、資格を取得できる学部系統
への進学希望者は近年増加している。
　２つ目の要因は、大学教育における
「学びへの期待の希薄化」である。進
路多様校からの進学希望者の増加や、
一人っ子の増加で兄姉の受験や修学す
る姿を見ないまま受験する子どもが増
えていることが背景にあると考えられ
る。また、保護者が高等教育での修学
経験があっても、子どもには受験を無
理強いしないケースも増えている。高
校現場でよく語られるのが、子どもに
受験意欲があっても、指定校推薦枠を
勧めたり、自宅から通える選択肢とし
て専門学校進学を勧めるケース等であ
る。いずれも、子どもにこの学問領域
で学びたいという、強い意志があれば

進学率低下をもたらす
3つの要因

2020年に18歳人口が
増加するのは４県のみ

大学進学率は低下し
専門学校進学率は上昇

飯塚 信 いいつか・まこと

何も問題はないが、自己効力感の乏し
い受験生は、あっさりと４年制大学進
学や、第一志望として挙げた大学を諦
める、と進路指導のベテランの高校教
員は嘆いている。
　「成長の回路」「成長保証」を、今
の高校生が大学に見いだせず、自身の
キャリア観を構築できないまま、また
は自己肯定観を持てずに進学してくる
学生が増えていることを大学は強く認
識しなければならない。「大学への強
い進学意欲」「新しい集団・場に帰属
する自身への期待」といった明確な進
学動機を持たない受験生を誘引する施
策が必要であることを再確認したい。
　一方、ミクロの観点からは、地元へ
の進学率は近年上昇傾向にあり、「地
元回帰」の傾向が強まっている。これ
が３つ目の要因である。NHKが全国の
大学を対象に行った地元進学に関する
調査＊によると、大学の所在地と同じ
都道府県から進学する入学者が10年前
と比べて「減っている」と答えた大学
は27％なのに対し、「増えている」とい

う大学は61％に上っている。増えた理
由として、「経済的な要因」と考えてい
る大学が最も多く38％、次いで「学生
や保護者の志向の変化」が25％、「教
育内容の充実」が７％、「就職に有利
なため」が６％だったという。

　もう少し詳しく地域検証をしたい。
図表１は、都道府県ごとに大学進学率
を見たものである。大学等進学率は、
13年連続１位であった京都府を抜き、
東京都が１位になった。京都府は専修
学校（専門課程）進学率が前年比0.9ポ
イント上昇、就職率は前年比0.1ポイン
ト上昇。職業教育や資格取得をめざし
て専修学校に進学した生徒が多かった
と思われる。人口に占める大学数の多
さが日本一の京都でも、大学に進学し
ない選択が広がりつつある。これは経
済環境や高校生の進路意識の多様化
と無関係ではない。

大学等進学率（％） 大学等 
進学者（人）

就職率
（％）

順位 都道府県名 2013年 2012年
（ ）内順位　 2013年 2013年

38 宮崎 42.4 42.6（40） 4,795 29.6
39 鳥取 42.3 43.3（36） 2,317 23.8
40 長崎 41.9 42.8（39） 5,901 29.6
41 佐賀 41.8 41.4（42） 3,558 31.0
42 鹿児島 41.4 40.4（45） 6,815 26.5
42 山口 41.4 42.2（41） 4,893 27.8
42 青森 41.4 41.2（43） 5,520 31.9
45 岩手 40.4 41.0（44） 5,089 29.9
46 北海道 39.9 40.2（46） 18,276 21.9
47 沖縄 38.2 36.2（47） 5,723 15.2

大学等進学率の低い県

大学等進学率の高い県 ※大学等進学率・進学者とは大学の学部・
通信教育学部・別科、短期大学の本科・通
信教育学部・別科、高等学校などの専攻科
への進学率・進学者を示す。
※2012年度の（　）は2012年度の順位。
※大学等進学率に中等教育学校（後期課
程）の人数は含んでいない。

文部科学省「2013年度学校基本調査（確定値）」を基に作成

大学等進学率（％） 大学等 
進学者（人）

就職率
（％）

順位 都道府県名 2013年 2012年
（ ）内順位　 2013年 2013年

1 東京 65.2 65.7（2） 66,451 5.9
2 京都 64.8 66.4（1） 15,069 8.4
3 広島 60.4 60.0（4） 14,553 13.8
4 神奈川 60.2 60.6（3） 38,874 7.7
5 兵庫 59.6 60.0（4） 27,567 13.2
6 愛知 58.3 58.5（7） 36,553 17.7
7 奈良 57.8 58.7（6） 7,164 10.9
8 大阪 57.7 58.1（8） 41,805 11.2
9 山梨 57.4 56.7（11） 5,185 15.1
10 埼玉 56.5 57.0（10） 32,484 13.2

2012年度の
大学等進学率と比較

0.1ポイント～上昇
0.1～0.9ポイント下降
1.0～1.9ポイント下降
2.0ポイント～下降

＊NHKが2014年２月に報道。全国の大学201校を対象に調査を実施。168校から回答を得た。
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【図表４】男女別の大学・短大進学率、専修学校進学率、就職率推移

【図表３】エリア別地元占有率（2013年度）

　各都道府県の18歳人口の2020年度の
予測値を2013年度との差で示したのが
図表２である。差がプラス、すなわち
2013年よりも18歳人口が増えるのは、
４県（千葉・神奈川・愛知・滋賀）の
みである。東京都に至っては、6000人
を超える減少となり、大学等進学率が
2013年と同じ約65％だと仮定すると、
約4000人の受験生減になる。進研アド
が2013年に実施した「大学受験振り返

り調査」の結果から、受験生１人あた
りの併願校数を2.5校と仮定すると、延
べ約１万人の志願者減にあたる。
　また、2020年に向かって、東日本各
県の18歳人口減少がめだつ。この点
は、札幌、仙台、首都圏の大都市に所
在する大学の募集戦略に、少なからぬ
影響を与えると推測される。募集エリ
アの18歳人口減少に伴い、大都市部
の大学の吸引力は確実に低下するだ

ろう。西日本に比べ、遅れてやってく
る東日本の2020年前後の減少を考え
ると、「入試制度改革」「学部の新増
設」など入り口の諸施策だけにとどま
らない高等教育機関としての抜本的な
改革が迫られる。
　次に、エリア単位で2013年度入試
における地元占有率をまとめた（図表
３）。これは、出身高校の所在地と同
一エリア内への大学進学者数を同エリ

アの大学進学者総数で除した数値を地
元占有率として算出し、流出先の上位
２つのエリアを記載したものである。
2013年度入試でも、前年度地元占有率
が上昇した北海道、首都圏、近畿を除
き、地元回帰は引き続き高まっている。
特に北陸、東北、中部の地元占有率
は、ともに１ポイント以上伸びている。

　こうした縮減期にある学生募集の
マーケットを近年牽引してきたのは、
女子の志願者である。男子の進学率が 
低下したことが、近年の進学率の頭打
ちに影響を与えている。図表４の男女
別の大学・短大進学率、専門学校進学
率、就職率を見ると、女子の大学・短
大進学率は減少幅が小さく、専修学校
（専門課程）進学率は女子が高いこと
がわかる。一方、高卒の就職率は女子
のほうが減少幅が大きい。進学率上昇
を押し上げてきたのは女子であり、こ
の10年間、女子の大学進学率が大学市
場の急激な縮小を押しとどめていたと
言える。
　さらに読み解くと、2003年度から
2013年度までの10年間で、女子の進
学率が上昇した代表的なエリアは、
東北と首都圏である。女子の大学等
進学率は東北が36.3％→44.7％（8.4ポ
イント増）、首都圏が52.9％→61.3％
（8.4ポイント増）である。一方、上昇
率が鈍化した地区として中四国が挙
げられる。進学率は、48.0％→51.9％
（3.9ポイント増）と年々上昇している 
が、18歳人口は同様に10年間で比較す
ると、約２割の１万4609人が減少し、
そのことが影響して進学率の上昇を押
しとどめている。女子の進学率一つを
とっても、エリアによって上昇トレンド
が異なっているのである。

年度 2009 2010 2011 2012 2013 2013−2009

全体 53.9 54.3 53.9 53.5 53.2 − 0.7

男 52.3 52.7 51.9 51.5 50.9 − 1.4

女 55.5 55.9 55.9 55.5 55.5 − 0.0

年度 2009 2010 2011 2012 2013 2013−2009

全体 14.7 15.9 16.2 16.8 17.0 ＋ 2.3

男 11.3 12.7 12.9 13.5 13.7 ＋ 2.4

女 18.1 19.2 19.5 20.2 20.5 ＋ 2.4

年度 2009 2010 2011 2012 2013 2013−2009

全体 18.2 15.8 16.3 16.8 17.0 − 1.2

男 21.1 18.4 19.4 20.0 20.3 − 0.8

女 15.2 13.1 13.3 13.6 13.6 − 1.6
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【図表２】都道府県別18歳人口の推移と進学率推移

大学・短大等進学率（％）

専修学校（専門課程）進学率（％）

高卒の就職率（％）

　今後は、大学進学率の停滞が顕在化
し、特定学部の人気を支えた女子の進
学者数も頭打ちになってくる。
　18歳人口の「踊り場」が終わる2018
年度までに、生き残りを賭けた大学改
革のグランドデザインの精度を高めて
おきたい。きたる2019年度以後の縮減
期に向け、なすべきことを迅速になす
ことが求められる。
　地方大学は、現在の地元回帰の流れ
を逃がしてはならない。地元になくて
はならない大学、高等教育機関とは何
か、地域で活躍できる人材の育成に不
足していることは何かを見いだす視点
が必要である。
　大都市部の総合大学は、量を追い
求める現在の施策の再点検が必要に
なる。量より質を重視し、学修支援策
の中身をさまざまな観点から点検しな
がら、教育改革を推し進めることが、
「特色強化」の一つになる。
　また、教育改革を推し進めなければ

ならない理由に、高校生の学力の多層
化がある。2015年度入試から、数学と
理科が先行して新学習指導要領対応に
切り替わる。理数科目の充実はもとよ
り、「言語活動の充実」がうたわれる
中、英語や国語力定着にも、高校は苦
慮している。学習時間は増えてきた一
方で、学ぶ内容の増加に対し基礎的知
識が脆弱で、公理・公式の運用力も低
下していると言われる。いわば、15歳
までの学習プロフィールが多様化し、
高校教育で全ての基礎知識を担保する
ことに、限界があるのではないか。
　この多層化した受験生を大学が受け
止めるには、既存の教育システムを常
に点検することが必要になる。今後の
新課程生の受け入れに、どのような教
育施策を実践するのか。18歳人口再減
少期を前に、自学の教育機能を明確に
定義すべきではないだろうか。現在、
各大学から入試・教育改革に関するご
相談をいただくが、教育を提供する側
の論理ではなく、大学教育への期待を
見据え、教育を受ける側の視点で、改
革を進めていくことが大切である。

大学・短大進学率は
女子は上昇、男子は低下

2018年度までに
大学改革の全体構想を

　● 特集　脅威をチャンスにし、特色強化を推進する

北海道
69.7％→ 69.2％➡
14,034人

⇨東北
⇨首都圏 

0.3P（＋55人）
−0.1P（＋24人）

東北
53.3％→ 54.5％扌
19,869人

⇨北海道
⇨首都圏 

−0.1P（−34人）
−0.9P（−270人）

近畿
87.8％→ 87.6％➡
93,439人

⇨首都圏
⇨中四国 

0.0P（＋102人）
＋0.1P（＋139人）

関東
31.6％→ 32.1％扌
13,882人

⇨北海道
⇨首都圏 
⇨近畿

−0.2P（−77人）
−0.2P（−287人）

−0.1P（−47人）

北陸
43.6％→ 45.1％扌

6,355人

⇨首都圏
⇨近畿 

−0.3P（＋32人）
−1.1P（−56人）

中四国
57.1％→ 57.7％扌
29,400人

⇨首都圏 −0.4P（−134人）

首都圏
94.4％→ 94.2％➡
173,917人

⇨近畿 −0.1P（−46人）

九州・沖縄
71.8％→ 72.1％扌
43,483人

⇨首都圏
⇨近畿 

−0.2P（−6人）
−0.1P（＋14人）

中部
61.8％→ 62.9％扌
51,881人

⇨首都圏
⇨近畿  

−1.0P（−440人）
−0.4P（−207人）

文部科学省「2013年度学校基本調査（確定値）」を基に作成

文部科学省「2013年度学校基本調査（速報値）」を基に作成

文部科学省「2013年度学校基本調査（確定値）」を基に作成

※当該エリア内への大学進学
者数を各エリアの大学進学者
総数で除することによって算出
された数値を地元占有率として
記載。流出先のエリアを記載。
※数値は過年度卒業者、中等
教育学校（後期課程）を含んだ
数値。

※大学等進学率は過年度卒業者を含む数値。
中等教育学校（後期課程）の人数は含んでいない。

※数値は過年度卒業者、中等教育学校（後期課程）の人数は含んでいない。
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　国立大学は法人化を機に、中期計画
の策定などを通して特色強化を意識
してきた。本学も「都市型国立大学」
を標榜し、いかにして発展し続けるか
を模索している。ゼロから特色をつく
り出すのではなく、立地や歴史を生か
した特色づくりが教職員に受け入れら
れ、スムーズに改革が進んでいる。
　力点を置いている施策の一つが、グ
ローバル化だ。ベースには、国際的な
港を擁する立地と、戦後間もない頃か
ら外国人留学生を積極的に受け入れて
きた歴史がある。2007年度末に「横浜
国立大学国際戦略」として、人材育成
や研究、大学間連携の行動戦略を打ち
出して以降、具体的な成果が数値に表
れ始めた（図表）。
　また横浜は、東京に隣接した都市で
あり、人や文化の交流が活発だ。この

特徴を生かそうと2011年度、教育人間
科学部に人間文化課程を設置。地域
コミュニティーの問題解決や、アート
スポットとの協働による文化創造など
をカリキュラムに取り入れている。
　特色強化の原動力は、本学が伝統
的に持っている危機意識だ。医学部が
ないこともあって予算規模は全国立大
学の中で中位であり、スケール感では
勝負できない。中規模でも地方大学で
あれば、地域の教育研究拠点として
存在感を示し得るが、本学の場合、社
会・経済的に東京とほぼ一体のエリア
にある。私立大学を
含めた東京の大学の
ブランド力は強く、
生半可な取り組みで
は個性を認めてもら
えない。こうした環
境が、「常に時代に
応じた改革を推進し
なければ、大学間競

争に埋没し、教育研究レベルの低下を
招く」という認識を教職員が共有する
風土につながっている。
　大学としての独自色を強めるため
に、大学院の学府・研究院制度を全国
で２番目に導入するなど、試行的、実
験的な施策に進んで挑戦してきた。近
年は、ほとんど例がなかった、私立大
学との執行部同士の交流を頻繁に行っ
ている。東京の総合大学や神奈川で
共存しなければならない私立大学との
合同視察や意見交換を通して、自学よ
りも進んでいる点を見つけ、参考にす

特色強化の根底にある
都市圏での競争意識

る。実際に、留学制度や図書館の運営
方法の一部に私立大学の先進的施策を
取り入れた。多数の大学が集まる首都
圏で存在感を発揮するためには、国立
大学といえどプライドや前例のあるな
しにこだわってはいられない。

　ミッション再定義は、各国立大学の
特色強化を促進する施策であるととも
に、国の高等教育予算が縮小する中で
の予算配分方針としての意味合いも大
きい。
　この方針には、産業界の要望が反映
され過ぎていると感じる。経済成長の
足取りの弱さや企業の国際競争の激化
により、産業界が大学の研究力、人材
育成力に期待するのはわかるが、経済
振興の即効性を求めるあまり、国立大
学の意義が失われる懸念がある。
　国立大学改革プランの参考資料と
して示された工学分野のミッション再
定義の結果を見ると、各大学は「工学
分野の研究論文の量・質ともに世界的
水準にある」「工学・関係分野の研究
論文の量又は質が世界的水準にある」
「個別の分野に高い研究実績や特色を
有する」の３グループに分けられてい
る。「機能強化の例」と表現されてい
るが、格付けのニュアンスがあるのは
明白だ。１つ目のグループは既に他の
大学よりも多額の予算を獲得している
大学群であり、これまで以上に二極化
が進むことを示唆している。
　法人化以降の国立大学は、経営の効
率化に努め、学部・学科組織も相当ス
リム化させている。事実上の格付けの
結果、予算が大幅に減少する大学は、
特定分野に特化するようになると他の
分野をある程度切り捨てざるを得な
い。このことは、地域の教育研究の拠

点、均等な教育機会の提供といった国
立大学の使命と矛盾する。工学部はあ
るが土木工学は学べない、教育学部は
あるが小学校教員は養成していない、
といった事態になれば、地域の活性化
にマイナスの影響を与えるはずだ。
　また、中規模以下の大学が予算規
模を縮小しようと思えば、削る余地が
あるのは人件費ということになる。教
員数を減らせば教育の質が下がるのは
もちろん、研究力も衰退する。その結
果、競争的資金が獲得できず、ますま
す予算が減るという負の連鎖に陥るこ
とになる。

　予算配分の面で悲壮感が漂う一方、
ミッション再定義が国立大学にとって
自学の戦略を考え直す起爆剤になって
いることも確かだ。再定義の過程で各
大学は、自学の特色について、社会に
対するアピール不足という課題を突き
つけられた。法人化以降行ってきた特
色強化の取り組みは学内で完結しがち
であり、取り組みを学外へ積極的に発
信してきた大学は少なかったように思
う。自学の魅力をどのように伝えるか
について、教職員一人ひとりまで考え
を巡らせる習慣を根付かせるべき機会
でもある。
　学内で意識していた特色・強みが多
分に感覚的なものであり、客観的デー
タに欠けていたことも反省点だ。多く
の国立大学が、国に指摘されるまで
「数値的に検証しよう」という意識を
持っていなかったのではないか。
　本学もデータの洗い出し作業によっ
て、自学の位置付け、今後伸ばすべき
ポイントなどを整理できた。例えば教
員養成分野の特色として掲げた「神奈
川県の教員養成」の成果を検証してみ

ると、小学校教員の占有率（県内採用
者のうち卒業生が占める割合）は高く
ないものの、主任や校長など各学校の
要職に就く卒業生が多いことがわかっ
た。そこで、役職者やリーダーになる
教員の養成を特色の一つに挙げるとと
もに、占有率の向上をめざした数値目
標を定めた。特色や目標が明確になっ
たことにより、教職員の使命感が増大
した印象を得ている。

　国立大学はミッション再定義を契機
に、社会的機能を充実させるべきだと
考える。私立大学では実現できない確
固たるミッションを持たなければ、より
多くの税金を投入される立場に対し、
社会の賛同が得られないだろう。
　存在意義を示すうえで最も重要なの
は、教職員の意識改革である。自学の
社会に対する貢献について、教職員が
常にそれを自覚していれば、他大学と
の差別化が自ずと進むはずだ。
　その際、自学の特色強化と並んで、
国立大学本来の役割の遂行も忘れては
ならない。近年の政策には、ただちに
産業界に貢献できる戦力の育成を求め
る傾向を感じるが、そもそも国立大学
は、卒業後10〜20年後に日本の中核を
担う人材の輩出を目標に、中長期的な
視野で育成を行うべきではないだろう
か。選ばれた少数の大学だけではな
く、全ての国立大学がこの役割を果た
してきた実績を持つ。特に中規模以下
の大学は人材育成方針を社会に強くア
ピールする必要がある。
　限られた予算内で、特色強化と国立
大学の機能遵守の両立を図ることは容
易ではないが、自学の責任を見つめ直
し、社会に表明するタイミングを逸し
てはならない。（談）

国立大学ならではの
役割を遂行する

学問分野の切り捨ては
国立大学の意義に背く

再定義をきっかけに
もたらされた新たな観点

ミッション再定義「国立大学」の捉え方

文部科学省が求める役割の明確化 　● 特集　脅威をチャンスにし、特色強化を推進する

客観データの洗い出しにより
特色の明確化を図る

横浜国立大学はミッション再定義を求められる前から
改組などを行い特色強化に積極的に取り組んできた。
「存在感のある大学への進化」を学内に強く訴え
改革を推し進めている鈴木邦雄学長は、文部科学省の動きに対して
国立大学の存在意義を見つめ直す機会だと語る。

鈴木 邦雄
横浜国立大学学長

東北大学理学部卒。横浜国立大学の評議員、経営学部長、大学院環
境情報研究院長等を経て、2006年、同大学理事（教育担当）・副
学長に就任。2009年から現職。専門は生態学、環境マネジメント。
自然環境復元学会会長、日本マングローブ学会会長。

すずき・くにお

【図表】グローバル化の実績

2009年度 2012年度

学生の海外派遣 59人 489人

研究者の海外派遣 694人 863人

留学生の受け入れ 803人 1,265人

外国人研究者の受け入れ 197人 230人
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ミッション再定義「公立大学」の捉え方

文部科学省が求める役割の明確化 　● 特集　脅威をチャンスにし、特色強化を推進する

設置自治体の施策に呼応しながら
公立ならではの地域貢献を推進

国立大学との間で受験生の関心や人気を分け合う公立大学は、
今回のミッションの再定義をどのように受け止めているのか。
教育行政が専門で、公立大学協会の副会長を務める清原正義氏に、
国立大学改革の背景と、そこから公立大学が考えるべきこと、
さらに兵庫県立大学の改革の方針についても聞いた。

清原 正義
兵庫県立大学学長・理事長

1979年東京大学大学院教育学研究科博士課程（教育行政専攻）満
期退学。兵庫県立姫路工業大学環境人間学部教授、同大学附属高校
長などを経て、2010年から兵庫県立大学学長。2013年の法人化
に伴い理事長を兼務。同年 5 月から公立大学協会副会長。

きよはら・まさよし

　文部科学省が進める国立大学改革の
背景には、法人化のねらいであった各
大学の主体性と個性を生かした教育・
研究が十分に進展していない現状への
問題意識がある。
　公立大学の法人化は、設置主体であ
る自治体と大学との協議を経て主体的
判断でなされる。対して国立大学の法
人化は、国策によって一斉に、一律に
行われたため、自律への内部的な気運
の高まりは乏しかった。以降、運営費
交付金の削減、競争的資金の重点的配
分などによって、文科省は教育・研究
の特色化を図り、結果として国立大学
の中での改革格差も拡大してきた。一
部の大学を除いて、国立大学の改革意
識は、法人化前と比べて大きな変化は
ないように見受けられる。
　国立に限らず、近年の大学を取り囲

む環境には、以前にも増して多くの課
題がある。大学数の増加や学生の多様
化により教育の質保証が必要になって
いる。社会・経済で急速に進むグロー
バル化への対応。少子高齢化、地方の
活力の衰退が要請する地域貢献。財
政的制約の中でこれらの課題に応える
ために、国立大学の抜本的な特色強化
と、競争意識の創出をねらって文科省
が打ち出した施策が、「国立大学改革
プラン」やミッション再定義だと見て
いる。
　各大学が発表したミッション再定義
の内容に、特に目新しいことはない。
ただし、大学によっては、これまでの
特色化を一層進める努力をしているこ
とも事実だ。例えば、日頃から交流が
あり改革の様子をよく知る兵庫教育大
学は、校長養成課程や教育長養成コー
スを検討するなど、一般的な教員養成
以外での特色を出そうとしている。
　このように、国立大学が自学の特色

は何か真剣に考えて学内や文科省との
間で議論し、社会にアピールし始めた
ことの意味は大きい。公立大学、私立
大学も、社会から突きつけられる課題
は共通している。特色強化と、それに
伴う予算の重点的配分や学外へのア
ピールについて、国立大学のミッショ
ン再定義を人ごとと捉えず、当事者と
して考えなければならない。

　国立大学、私立大学に対しては、文
科省がそれぞれ運営費交付金と私学助
成による財政支援および競争的資金の
配分を通じ、進むべき方向性の舵取り
を行っている。国立大学改革プランや
ミッションの再定義はその典型だ。
　一方、公立大学の総合的施策は、公
立大学自身が考えるしかない。総務省
が公立大学の施策を検討することはな

い。文科省の公立大学担当部署は、国
立、私立のそれと比べてきわめて小さ
い。設置主体の自治体は、個別の施策
で大学と関わることはあるものの、公
立大学に関する総合的施策までは立案
しない。
　公立大学に対する文科省の姿勢が
積極的なものに変わってきたのは、こ
こ数年のことだ。われわれにとって、
「公立大学の特色は何か」と社会や行
政から関心を持たれることは、あらた
めて存在意義を考える機会となるの
で、コミュニケーションの活発化を歓
迎したい。
　規模も専門分野も多様である公立
大学をひとくくりにして特色を論じる
のは難しい。共通しているのは設置主
体が自治体で、地域貢献をミッション
としていることだ。近年、国立大学、
私立大学も地域貢献や地域との関係強
化を謳うことが増えたが、連携協定レ
ベルにとどまるものが多い。公立大学
は、自治体の政策の中に明確に位置付
けられ、直に連動した活動を行ってお
り、地域との関わりが深い。独自の強
みを発揮できる部分だ。
　本学のCOC事業「ひょうご・地
（知）の五国豊穣イニシアティブ」は、
兵庫県および11市町と連携して展開中
だ。県内に分散するキャンパスや研究

所を活用して、各地域の課題解決に取
り組む（図表）。例えば、「地域資源マ
ネジメント系」は、県が進めるコウノト
リの野生復帰などの事業に学術機関と
して参加する。コウノトリやジオパー
クを地域資源として捉える試みだ。
2014年度には、拠点となる県立コウノ
トリの郷公園内に地域資源マネジメン
ト研究科も開設した。
　このように、学部を土台にせず、自
治体の施策と連携した教育・研究を担
う独立研究科が、広域にあることが本
学の特色の一つである。学部を持たな
いため学生募集には苦労するが、本学
ならではの地域貢献の形として、強み
に成長させたい。

　教育の質保証については、公大協と
して、認証評価と法人評価のあり方に
問題意識を持っている。認証評価は、
公立大学特有の環境やミッションにつ
いて十分に考慮されていない。他方、
設立主体である自治体が毎年行う法人
評価は、評価委員の中に高等教育の専
門家は少なく、評価基準も自治体ごと
にバラバラだ。反省も込めて言えば、
自己評価書の作成に多大な労力を要す

る割に、評価結果が大学の改善にあま
り役立っていない。
　公大協は、実質的な評価の基準や方
法を探ろうと、会員校が相互に評価を
行い、その結果を自己点検評価書に反
映する「大学評価ワークショップ」の
試行を2013年から始めた。公立大学の
真の改善に資する評価基準を見いだ
せる手応えを感じており、独自の認証
評価機関の設立も視野に入れている。
ワークショップの過程で優れた取り組
みを学び合うことが、特色強化におけ
る課題の解決や、自学の魅力の再発見
にもつながる。
　本学の特色強化に関しても、未だ課
題がある。それぞれ伝統と競争力のあ
る神戸商科、姫路工業、県立看護の３
大学を統合して設立されたが、寄せ集
め的で全学の核となる特色に欠ける。
この認識の下、学部横断型の「防災教
育ユニット」「グローバルリーダー教
育ユニット」などを導入した。さらに、
経済学部と経営学部の統合によって商
科大学のブランドを復活させたり、工
学部と環境人間学部の再編によって時
代の要請に応えていくことも構想中だ。
　今後は、地域の高校や企業との連携
を充実させる。高校を学生の供給源と
考えるのではなく、人材育成のパート
ナーと捉え、協働のしくみをつくりた
い。附属高校長を務めた経験が生きる
と思う。企業については現在、私自身
が社長や人事担当者を訪問し、大学
教育に対する期待をヒアリングしてい
る。こうして入り口、出口の両面におい
て育成すべき人材像の共有を図り、カ
リキュラムに反映させることによって、
地域の特性や課題に即した本学の個性
がにじみ出るはずだ。
　2013年度の法人化に伴い、私が理事
長も兼ねている。ガバナンスを強化し
つつ、「兵庫県立大学らしさ」を追求
し続けたい。（談）

再定義の結果ではなく
過程にこそ意味がある

兵庫県立大学の特色は
地域貢献型の独立研究科

改革に資する大学評価を
公大協が模索

【図表】兵庫県立大学の分散型キャンパス活用COC事業の６プロジェクト

※各プロジェクトについて、代表的な拠点を示した。

地域防災・減災系
防災教育センター

あわじ環境未来島構想系
淡路緑景観キャンパス

ソーシャル・ビジネス系
神戸商科キャンパス産学公連携系

姫路工学キャンパス

多自然地域再生系
（むら・まち再生系）
姫路環境人間キャンパス

地域資源マネジメント系
県立コウノトリの郷公園
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　ミッション再定義とそれに伴う予算
配分の重点化において、文部科学省が
国立大学に求めているのは、各大学が
社会に果たす役割の明確化である。18
歳人口の減少、高等教育予算の縮小と
いう時代の潮流を考えれば、必然的な
政策と言えるだろう。
　私立大学に対しても「メリハリあ
る資金配分」が示され、予算のコント
ロールが行われる。私学助成金が私立
大学の財政に占める割合は10％程度で
あり（図表）、影響は限定的と見られる
が、役割の明確化という命題自体は国
立大学と共通である。そもそも定員充
足に苦しむ大学が多い中で、意義のあ
る役割を定義するのは簡単ではない。
　自学の役割を真摯に考えるとき、
「世界または全国トップレベルの研
究」を筆頭に掲げられる大学はそう多

くない。国公私を問わず大学間の研究
力の二極化が進む現在、よほど地域の
産業や立地と関わりが深い研究でない
限り、その大学、その地域で行う意義
は弱い。それぞれの大学には歴史的に
果たしてきた役割があるが、今般言わ
れているのは、それにとらわれ過ぎる
ことなく機能を明確にせよということ
だ。このことは多くの大学にとって、地
域貢献を最優先とする姿勢への転換を
求められているに等しい。

　１大学でできる地域貢献には限界が
ある。大学間で競争する部分はもちろ
んあってよいが、大学同士が協力し合
い、共通の魅力をつくっていかなけれ
ば、他地域との差別化はできない。学
生募集を例にすると、「あの大学で」
よりも、「あの地域で」勉強したい、暮

らしたいと高校生に思わせる戦略が有
効だと考える。
　私立大学の学生募集広報は、現状で
は授業や施設の紹介、就職実績のア
ピールなどが中心になっている。しか
し、こうした個別の要素を訴えるのみ
では、募集力が劇的に上がる見込みは
ない。地域としての街づくりの方向性
を示したうえで、実現のために自学は
どのような役割を担い、学生にどのよ
うな能力を身に付けさせるのか、卒業
するとどれだけ幸せな暮らしができる
のか、その地域ならではの「生き方」
を訴えることによって、地域内はもちろ
ん、他地域の高校生に対しても進学す
るメリットを訴求できるのである。
　地域全体をまとめるリーダー役は、
国立大学が担えばよい。学生数と教職
員数の比が私立大学より大きく、経営
状態も比較的余裕がある。教育拠点の
みならず、地域活性化の中心としての
役割を望みたい。

多くの大学が迫られる
地域に尽くす覚悟

　私立大学は、国立大学に比べて学生
数が圧倒的に多いので、人材育成の実
践面を積極的に引き受けるべきだろう。
産業をはじめとする社会環境の特徴を
ふまえ、必要に応じて自治体、企業、
他大学と連携し、その地域で活躍する
ために必要な力を育成する。特に女子
大、短大の学生は、卒業後も同じ地域
で生活する割合が高いと考えられる。
地域における働き方や、子育ての環境
などについて、学生がもっと意見を言う
場を設定するとよい。それを教育内容
そのものに盛り込むとともに、これを容
易にする環境づくりに率先して取り組
ませる必要がある。
　高校とも人材育成方針を共有し、連
携を強化する必要が生じる。高大接続
の本質は、大学教育に耐えられる学力
の育成などではなく、高校時代から社
会のしくみや生き方に関する知識や感
覚を磨き、実現したい夢を持って大学
に進学することであるはずだ。
　ここで述べた地域一体型の特色強化
策が全国どこでもできるとは思わない
が、中規模程度の地方都市であれば、
実現可能ではないだろうか。

　地方大学の地域貢献は、教員養成課
程がカギを握ると考えている。
　地方の課題の一つは、いかにして若
年者を集め、人口再生産のサイクルを
構築するかである。そのためには良い
教育を地域に提供することが不可欠で
あり、教員養成課程は、優れた教育力
を発揮できる教員の供給源として貢献
できる。教員採用数や教員養成課程の
定員の増加について政府や自治体の
理解を得ることが条件だが、実現すれ
ば、育児環境の向上、働き口の増加、
大学の活性化が同時に果たされる。高
度な教育スキル、マネジメントスキル
の修得をめざす修士課程を設ければ、
教員の社会的地位の向上も望める。
　他方、都市部の大学における地域
貢献については、未だ十分な人口があ
り、働き方、生き方も多様である分、大
学共通の施策を立てることが難しい。
各大学の得意分野や周辺環境に応じ
て、独自色を持った人材育成策を打ち
出すしかないだろう。

地域の学校が一体となり
その地で必要な力を育成

身を切ってでも
教育の充実をめざすべき

教員養成課程を
地域活性化の基軸に大学同士の協力が生み出す

地域共通の魅力と教育力向上

ミッション再定義をはじめとする文部科学省の特色強化政策は、
私立大学にも大きな転換を迫っている。
早稲田大学総長を２期８年間にわたって務め、
日頃、私立大学が担うべき実践的な役割を説く白井克彦理事長が、
人口減、資金減の「減の時代」を生き抜くための具体的な活路を語る。

白井 克彦
放送大学学園理事長・早稲田大学学事顧問・JMOOC理事長

早稲田大学第15代総長。工学博士。2010年11月総長退任と同時
に同大学学事顧問。日本私立大学連盟顧問、文部科学省中央教育審
議会専門委員など多数の要職を兼務。2011年4月から放送大学学
園理事長を務める。

しらい・かつひこ

ミッション再定義「私立大学」の捉え方—俯瞰した視点から

文部科学省が求める役割の明確化 　● 特集　脅威をチャンスにし、特色強化を推進する

　大学間に競争意識が働き、特色強化
が進む大学群に対し、都市部で苦戦す
る中堅以下の大学に共通するのが、個
性の弱さである。建物や施設・設備と
いった「外面」ではなく、「中身」であ
る教育内容や教育方法の特色強化に力
を注ぐこと、その結果として、在学中
に得た能力に対して納得し自信を持っ
た卒業生を送り出すことが、都市部に
おける地域貢献の一つの形と言える。

　私立大学の財政基盤を支えているの
は、主に保護者が支払う授業料である
（図表）。本来、教育という形で使わ
れるべき資金だ。特色強化推進を阻害
する最大の要因が資金不足であること
は間違いないが、教育の質保証の考え
方が浸透するにしたがって、資金の使
途やその成果について、保護者の監視
の目は厳しさを増すだろう。
　教員の人件費には、一般的に学生納
付金が充てられる。教員は学生の教育
だけではなく個人的な研究も行ってい
ることを考えると、使途の妥当性につい
て疑問も生じうる。今後は、大学の活動
と資金の関係性について、整理と公表
が必要になると考えられる。
　そのうえで、教育を充実させ、学
生により多くの還元がなされるために
は、教員の俸給の適正化も視野に入れ
るべきではないだろうか。10年以上の
間、私立大学教員の平均給与が上がっ
ていないことは承知だが、それでも国
立大学に比べ高い例も多い。教育者と
研究者の役割分担や、大学や地域に対
する貢献度によって査定がなされる業
績評価システムも検討されてよいはず
だ。教育面でも人事面でも、私立大学
ならではの思い切った改革が、これほ
ど望まれている時代はない。（談）

【図表】財政構造のイメージ

国（運営費交付金収益）
約1兆100億円

保護者
（学生納付金収益）
約3400億円

寄附金収益、
競争的資金等
約5500億円

国（私学助成等）約3490億円

保護者
（授業料等）
約2兆6230億円

寄付金収入、
事業収入等
約3150億円

出典／文部科学省「我が国及び諸外国の学制に関する基礎資料」2013年4月

※国立大学については、2012年度財務諸表を元に作成（附属病院収益を除く）。
※私立大学については、日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政（2012年度決算速報値）」の
　消費収支計算書の集計（586大学（附属病院除く））より作成。
※私立大学については、借入金等を含まない帰属収入の金額をもとに作成。
※大学数、学生数は「学校基本調査」2013年度を基に、編集部が加筆

国立大学 私立大学
大学数：606校
学生数：210万7929人

大学数：86校
学生数：61万4783人

自己収入等（約8900億円） 自己収入等（約2兆9380億円）
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　国立大学のミッション再定義は、こ
こ10年ほど国が進めてきた「選択と集
中」をさらに推し進める施策だ。特に
地方国立大学に対して、有無を言わさ
ず組織再編を迫る意図を感じる。
　各学部のミッションが、文部科学省
との意見交換によって定義される以
上、国が期待する成果を挙げられる部
分は守られ、挙げられない部分は縮小
を余儀なくされることになる。地方国
立大学は、かねてからの運営費交付金
削減により教員数が減少傾向にあり、
十分な研究時間を確保できていないこ
とが多い。現行の、研究力を重視する
評価基準の下で国の期待に応えること
は難しく、一部の学部・学科を解体す
る大学が現れてもおかしくない。
　特色強化がうまくいけば、大学・学
部の強みが鮮明になり、受験生にとっ

て魅力が増すこともあるだろう。ただ
し、そうなったとしても、国の財政難か
ら運営費交付金が削減され続けている
現在、医師不足で医学部定員増が認め
られたような特殊な政策的要請がない
限り、国立大学が学部学生の定員を増
やすことは考えにくい。
　このような国立大学の動きは、遠か
らず私立大学に波及するだろう。文部
科学省は、私立大学に対する助成金に
ついても、「メリハリある配分を強化」
と謳っている。ミッション再定義が国
立大学に問うている内容と同じく、ど
ういう人材を育成し、どんな卒業後の
進路があるのか、存在意義を明示でき
ない大学は、学生募集にも助成金の獲
得にも苦戦するはずだ。以前から18歳
人口の減少等による競争の結果とし
て、都市部の大規模大学と地方の中小
規模の大学の学生募集力に格差が生じ
ているが、政策に対応できなければ、
その格差はさらに広がると考えられる。

　自治体や地域の方々と話していて感
じるのは、地域にとって大学は、国公
私の別なく「地元の高等教育機関」と
して、なくてはならない存在であると
いうことだ。絶対につぶれてはならな
いし、機能が弱まることも避けなくて
はいけない。
　地方私立大学は地方国立大学を、地
域の人材育成力や研究力を高めるため
のパートナーと考え、共に生き残る道
を探るべきではないか。実現のハード
ルは高いものの、組織の一部統合や共
同の研究センター設立なども検討され
てしかるべきだろう。

　私立大学の改革は、ある面では国立
大学より遅れていると思う。国立大学
は、法人化という経営改革を経験した
ことによって、教学や経営に対する教

「メリハリある配分」が
地方私立大学を直撃する

職員の意識が、それ以前に比べて飛躍
的に高まった。私が三重大学の学長に
就任したのは法人化初年度で、何より
力を入れたのが、ミッションと「顧客
（学生）第一」の意識を学内に浸透さ
せることだった。
　建学の精神を持ち、学生募集の成否
が経営を左右する私立大学は、国立大
学以上にミッションや顧客第一主義に
基づいた運営が行われていると想像し
ていたが、私の知る範囲ではそのレベ
ルに達している大学は多くない。
　私立大学の改革の進展を決定づけ
る要因の一つが、理事長の存在だ。国
立大学では法的に学長が教学、経営
のトップであるが、私立大学の法的な
トップは理事長である。改革に積極的
な理事長の下では改革が加速するが、
消極的な意見の持ち主の場合、学長の
リーダーシップが発揮されにくい。
　もう一つの要因は、教員の意識であ
る。改革が進まない大学には、環境や
社会の要請がこれだけ大きく変わって
も、旧来の意識のまま仕事をしている
教員が少なからず存在するのではない
かと推測している。
　これら学内の構造的な障壁を乗り越
えるきっかけとして、政策を利用した
い。大学改革実行プランの流れを汲む
一連の政策は、大学にとって「外圧に
よって無理やりやらされるもの」と考
えられがちだが、改革を進める大学が
優遇される点は首尾一貫している。
　本学の学長に就任して間もない運営
会議で私は、幹部教職員に向けて、
「大学改革実行プランで求められる点
は全て実現し、国民から選ばれる医療
系大学になろう」と檄を飛ばした。
　その後、文部科学省が私立大学等改
革総合支援事業を実施したのは、まさ
に渡りに船だった。申請の要件となる
調査票には大学改革のベースとなる項
目が網羅されている（図表）。私立大学

の６割以上にあたる選定校数が予定さ
れていたため、「採択されなければ未
来はない」という危機感を学内全体で
共有できた。学長直属の組織としてIR
推進室を設置し、専任の教職員を配置
したほか、「教育課程の形成・編成へ
の職員参加の仕組み」の一つとして、
教職員から改革案を募る教育改革改善
提案制度を開始。それまで計画が滞り
がちだった施策を次々に実現し、無事
選定された。

　私立大学等改革総合支援事業は、各
調査項目に対して自己採点をする形式
である。後日、本学よりもはるかに低い
点数で申請した大学が数多くあったと
聞いて驚いた。実行しようと思えばど
の大学でもできる項目ばかりなのに、
多くの私立大学が実現できていないと

外圧をバネにして
特色ある大学づくりを

国立大学に及ばない
私立大学の改革意識

政策の要請を追い風と捉え
不断の改革に取り組む

国立大学のトップとして法人化後の改革を先導した豊田長康学長は、
今、私立大学のトップとしても、建学の精神に基づく教学改革に挑んでいる。
国私双方の事情を知る立場から、私立大学の改革の遅れを指摘、
国立大学で進む特色強化、特定分野の重点化の動きに対して
傍観者でいられる余裕はないと訴える。

豊田 長康
鈴鹿医療科学大学学長

大阪大学医学部卒。2004年から三重大学学長。鈴鹿医療科学大学
副学長、（独）国立大学財務・経営センター理事長を務め、2013
年から現職。ブログ「ある医療系大学長のつぼやき」（blog.goo.
ne.jp/toyodang）において、大学関連政策に関する意見を発信中。

とよだ・ながやす

ミッション再定義「私立大学」の捉え方̶現場の立場から

文部科学省が求める役割の明確化 　● 特集　脅威をチャンスにし、特色強化を推進する

いうことだ。改革を進め、かつ資金も
獲得できる一石二鳥のチャンスとし
て、こうした事業に貪欲に取り組むこ
とが、生き残りをめざすための最低限
の条件ではないだろうか。
　現状のような環境の下では、組織改
革がより求められる。これまで以上に
思い切った学内の再編が必要だろう。
私立大学が国立大学より進んでいる点
は、経営的視点による組織改革がしや
すいことだ。ミッションを明確にでき
ない学部・学科は、存続をあきらめる
という決断も必要になる。形を変えて
でも守るべき自学の存在意義は何なの
か、考える機会と捉えたい。
　理事長、学長を中心とした執行部が
リーダーシップを発揮し、教職員が一
丸となって、改革の本道を歩む。その
ために、利用できる政策は全て利用す
る。トップ層の大規模大学との格差拡
大を阻止するために、地方私立大学に
はそんな姿勢が望まれている。（談）

【図表】私立大学等改革総合支援事業の調査票質問項目（タイプ１の例）

出典／文部科学省「平成25年度私立大学等改革総合支援事業について」

タ
イ
プ
1
「
建
学
の
精
神
を
生
か
し
た
大
学
教
育
の
質
向
上
」

❶ 

基
本
的
事
項
に
係
る
評
価

全
学
的
な
教
学

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

体
制
の
構
築

①ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーの策定、公表
②学長を中心とした、全学的な教学マネジメント体制の構築【重点項目】
③学内に IR担当部署の設置及び専任の教職員の配置
④教育課程の形成・編成への職員参加の仕組み
⑤教育の質的転換に関するSDの実施

教
育
の
質
向
上
に
関
す
る

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
立

⑥準備学習に必要な時間またはそれに準じる程度の
　具体的な学修内容のシラバスへの明記 【重点項目】
⑦シラバスへの到達目標の明記
⑧シラバスの記載内容の適正性について、
　担当教員以外の第三者によるチェックの実施
⑨学生の学修時間の実態や学修行動の把握の組織的な実施【重点項目】
⑩学生による授業評価結果の活用【重点項目】
⑪教員の教育面における評価制度の設定
⑫FD実施のための組織（委員会等）の設置及び活動（会議等）の状況
⑬アクティブ・ラーニングによる授業の実施

多
様
な
取
組
に

関
す
る
評
価

⑭全授業科目に係る体系性・有機的連携を確保するための履修系統図
　またはナンバリングの実施
⑮オフィスアワーの設定
⑯GPA制度の導入、活用
⑰学生の学修成果の把握
⑱１年間あるいは１学期間に履修科目登録ができる単位数の上限の設定
⑲学内の教育改革に取り組む教員または組織（学部等）を
　財政的に支援するための予算の設定

❷

（2）

（1）
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文科省が推進する事業を好機とし、
特色と魅力ある大学づくりを

高等教育に対する数々の提言を行う著者が、
文科省が進める高等教育改革の事業をきっかけにして
「学生を成長させる大学」をめざし、
自律的に改革を進めるチャンスとする方策を論じる。

ベネッセ教育総合研究所高等教育研究室主席研究員・チーフコンサルタント

オピニオン

文部科学省が求める役割の明確化 　● 特集　脅威をチャンスにし、特色強化を推進する

　2012年に提示された大学改革実行プ
ランでは、2013、2014年度は高等教育
の「改革集中実行期」と位置付けられ
ていた。それに伴い、まず直後の中教
審「質的転換答申＊1」には学生が主体
的な学修ができる環境を整備し、かつ
学修時間を欧米並みに引き上げるとい
うかなり踏み込んだ目標が明示された。
　続いて、2013年度の私立大学等改革
総合支援事業では、私立大学等経常費
補助金約3200億円の５％近くを教育の
質的転換、地域発展、産業界・他大学
等との連携、グローバル化などの改革
の支援に振り分けるとしている。
　このことは2014年度も継続され、４
タイプの項目で実施される。また国公
私立を対象として、大学教育の充実と
質の向上を目的とした大学教育再生加
速プログラム（10億円）や大学間連携
共同教育推進事業 （24億円）、産業界
のニーズに対応した教育改善・充実体
制整備事業（19億円）、地（知）の拠
点整備事業（34億円）などが競争的資
金として予算化された。これらは、大

学の特色・存在意義（ミッション）を地
域のステークホルダーの意向を具体的
にふまえて定義することや、将来のさ
らなる少子化に備えて大学間で助け合
うことを促進するなど、具体的手段に
まで踏み込んで改革を誘導しようとす
るものになっている。例えば、私立大
学等改革総合支援事業の調査票では、
「以下の要件に該当するアクティブ
ラーニングの授業を行っていますか。
（以下略）」といった質問項目が並ぶ。
この稿ではそういった「外圧」を大学
内部の改革を進めるための機会として
活用する方法を論じたい。

　教学改革を中心とした大学改革を進
めるうえで、最大の課題は教職員の合
意形成である。このために、現在の高
等教育改革の流れをまとめて教職員が
理解できる機会を設け、教学改革は他
人事ではなく自分たちの将来に関わる
ことだという当事者意識を醸成するこ
とが有効ではないだろうか。
　例えば、大学教育再生加速プログ

ラム申請要件の案の一つとして、FD・
SDをワークショップ形式で行っている
こと、という項目が予定されている。
そこで、従来の講義型のFD・SDに替
え、一連の高等教育改革政策や高等
教育関連予算等をひと通り理解したう
えで、自学ではどう考え、何をすべき
かを少人数に分かれて議論するワーク
ショップ形式の研修を行ってみてはど
うだろうか。申請の実績をつくるという
意味でも一石二鳥である。これを進め
るうえでは、次の２点が大切である。
①「補助金をもらうため」ではなく、
「学生中心の教学改革」を行うことが
目的だという認識を共有する。教学改 
革では、教員が学生を教育するという 
観点で改革を考えがちになる。しか
し、今求められているのは「主体的
に、正解が一つではない課題を解決で
きる人材の育成」である。教え込むこ
とのできない学生の主体性を育むとい
う視点が外せない。
②将来的にどんな大学になりたいか
を参加者全員で考える。どんなイメー
ジをステークホルダーに持ってほしい
か。何に資源を集中し、どんな特色を
打ち出していくのか。国の施策に流さ

大学改革の
集中的実行期にあたって

れるのではなく、自分たちの将来を自
分たちで決めるという意識を参加者が
持つことが重要である。

　文科省の教学改革関連事業への申
請で必ず求められるのが、改革の
PDCAが回る体制かどうか、運用体制
の適切性をエビデンス付きで提出する
ことである。これに関連し多くの大学
で課題となっているのが、IR機能の確
立である。しかし、IR部署を設置して
も、教学改革に生かせない、とよく耳
にする。原因の一つとして、多くのデー
タを集めたのはいいが、どう使ったら
よいかわからないという声が多い。
　実際に大学生から得たアセスメン
トのデータ＊2を基に、データを使って
教学IRを機能させる「コツ」を示した
い。図表１は、２・３年次の学生にそ
れぞれ前年に受けた授業が「汎用的能
力」を身に付けるのに役立ったかどう
かを評価してもらったものである。
　それぞれの項目とも、「とても＋まあ
役に立っている」の肯定的回答率は50
～70％程度である。アクティブラーニ
ングの導入など、教学改革を進めてい
くと、この肯定的割合は増加するはず
である。このデータを定点観測的に取
り、全教員と目標値を共有し、具体的
な授業の工夫、方法は現場に委ねるの
がコツの一つである。
　これらのデータは、「授業外学修時
間」などの重要な項目を改善するため
の関連指標でもある。図表２は授業が
「問題解決能力」と「チームワークス
キル」を身に付けるのに役立ったかと
２年次の授業外学修時間の分布とをク
ロスしたものである。両方とも身に付
けるのに役立ったと回答している学生
の授業外学修時間は明らかに長い。初

大学改革の
合意形成に活用する

求められるエビデンスを
改革のための指標に活用

山下 仁司 やました・ひとし

年次にグループワークによるPBLなど
の能動的学修をさせると学修時間が伸
びることを示すデータである。以上の
例から、IRを機能させるために必要な
２つのポイントが見えてくる。
①教学改革の結果、どのデータにど
のような変化が起きるかを考え、該当
するデータを経年比較する。例で言え
ば、教学改革を行えば授業が汎用的
能力を高めるのに役立ったという感想
が増加するはず、という観点でデータ
を取る。このとき、目標は共有しても
具体的授業の工夫は各教員に委ね、
PDCAを回していく体制を構築するこ
とがポイントである。
②重点的な改革の目標となる項目と関
連性のあるKPI（重要業績評価指標）

を見つけ出し、そのKPIに関係する活
動を改善する。例から、教学改革の重
点目標の一つである授業外学修時間と
授業の汎用的能力育成への役立ち度の
間に相関関係があることがわかった。
学修時間を伸ばすには、宿題などで縛
るのではなく、グループワークなどで
主体的に学ばせる工夫が必要である。
　文科省が進める高等教育改革の具
体事業は、前向きに考えると大学の特
色を明確化し、選ばれる大学になるた
めのきっかけとして捉えられる。2018
年から再び18歳人口の減少期に入る
が、それまでに、いかにスピードを上
げて魅力的な大学に変われるか。実行
が問われている今、あらゆる機会を活
用して前に進むことが必要である。

＊２ ベネッセが提供しているアセスメント「大学生基礎力調査」＊１ 新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて（答申）

【図表２】１年次の汎用的能力の役立ち感別 ２年次の授業外学修時間（１週間あたり）

【図表１】汎用的能力の養成における授業の役立ち感

出典／ベネッセコーポレーション「大学生基礎力調査Ⅱ・キャリア アプローチ」2011～13 年度　同一受験者データ　n=3606
※2012年度本アセスメントの総受験者数は全国の大学生約16.7万人、このデータはそのうち、1～3年まで3回受験した同一回答者のもの。

出典／ベネッセコーポレーション「大学生基礎力調査Ⅱ・キャリア アプローチ」2011～13 年度　同一受験者データ　n=3606
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　かつて大学のキャンパスは、学生の
「学びの場」として「完結」した空間
であった。学生はさまざまな分野の専
門家である教員や志を同じくする仲間
に出会い、講義室で、ゼミ室で、キャン
パスの至るところで学び、自らの知識
や技能、見識を育んでいた。しかし、
このような古き良きキャンパスは今や
消滅する運命にあるのかもしれない。
インターネットが社会の情報インフラ
として定着した現代社会において、大
学の学びはキャンパスを飛び越え、学
生は時間や場所にとらわれず学ぶよう
になってきている。
　このことを裏付けるデータがある。
ベネッセの調査によれば、大学生の半
数は１週間あたり６時間以上インター
ネットやSNSを利用している。インター
ネットを使った大学教育に触れる頻度

も増している。同じ調査によれば、イ
ンターネットやメールを利用して、授
業以外でも教員や学生同士でコミュ
ニケーションを取ることができる授業
を、ある程度受けたことがある大学生
の割合は４割近くに及び、頻度の低
かった学生も含めれば７割の学生が
このような授業を経験していた（図表
１）。インターネットを利用して学習
する準備が、学生側に整いつつあると
言えよう。
　大学では構内にあまねく無線LAN
を敷 設したり、
LMS（Learning 
M a n a g e m e n t 
System：学習管
理システム）を整
備したりするな
ど、大学教育にイ
ンターネットを導
入しやすい環境
が整備されつつ

ある。スマートフォンやタブレット端末
の普及も伴って、学生はキャンパスの
内と外でネットワークにつながり、日常
的にインターネットを使った学習を体
験している。1990年代から試行されて
きた大学教育におけるeラーニングは
すっかり定着したと言える。

　さらに近年は、大学での学びを学生

に向けてのみならず、インターネット
を介して世界に広く「オープン」にす
る動きが勢いを増している。インター
ネット上で教材を無償で公開したり、
広く一般に向けてオンライン講座を
開講したりするなど、これまで大学の
「中」に閉ざされていた教材や教育を
「外」に向けてオープンにする活動が
盛んになってきた。このような活動は
「オープンエデュケーション」と呼ば
れる。国内外の大学では、大学教育で
実際に用いている教材や講義ビデオ
をインターネット上で公開する「OCW
（OpenCourseWare）」や、大学教員
が学内外の数万人規模の受講者に対
してオンラインで講義を行う「MOOC
（Massive Open Online Courses：大
規模公開オンライン講座）」など、大
学教育をオープンにする取り組みを推
進している。
　オープンエデュケーションは2000
年頃、欧米の大学や非営利団体によ
る取り組みが発端となった。その活動
は、オープンな教育コンテンツの開発
やオープンな教育テクノロジーの利活
用、教育に関わるナレッジの共有など
多岐にわたっている。
　教育コンテンツの公開としては、
2001年にマサチューセッツ工科大
学（MIT）が提唱した大学の講義に
関わる全ての資料を無償公開する
OCWや、さまざまな教育資源を無償
公開する「OER（Open Educational 
Resources: オープン教材）」の普及が
代表的な取り組みである。加えて、単
にインターネット上に教材を公開する
だけでなく、オープン教材を使い、教
え学び合うオンラインコミュニティー
や、オンラインでの学習経験を基に学
習成果を認定するデジタルバッジな
ど、オープンエデュケーションによる
学びの効果を高め社会に認知させるた
めのしくみづくりも進んでいる。

　オープンエデュケーションの活動の
中で、大学の教材だけでなく教育そ
のものをオープンにする取り組みも始
まった。これがMOOCである。
　現在開講されているMOOCは２つに
大別される。１つは大学から提供され
た教材をオンライン講座として公開す
る「プロバイダー」が主体となってい
るものであり、この代表例としてコー
セラ（Coursera）がある。コーセラは
MOOCを公開するアメリカの教育ベ
ンチャー企業であり、2014年２月時点
で、世界108の大学や組織が600を超え
るオンライン講座を公開しており、受
講者は600万人を超えている。また、学
習コースは多言語で提供されていて、
日本からは東京大学が参加している。
　もう１つは、大学が協同して「コン
ソーシアム」を形成し、MOOCを開講
するもので、代表例として「エデック
ス（edX）」がある。
　エデックスはアメリカを中心とした
大学連合がオンライン講座を公開する
コンソーシアムである。2014年２月時
点で世界32の大学が140以上のオンラ
イン講座を公開しており、受講者は100

万人を超えている。日本からは東京大
学、京都大学、大阪大学が参加してい
る。
　MOOCでは、講義ビデオやクイズ、
画面上で仮想の実験環境を提供する
シミュレーション教材などを受講者に
無償で提供する。あらかじめ定められ
た数週間から数か月のスケジュールに
従って講義は進められ、受講者にはテ
ストの解答やレポートの提出が課せら
れる。講座を受講し、学習目標に到達
したとみなされた受講者には、「認定
証（Certificate）」が講師から与えられ
る（図表２）。
　オンライン講座を受講するにはウェ
ブサイト上で受講登録をすればよく、
誰でも受講できる。また、MOOCの受
講者は学習コースに従って自学自習
するだけでなく、全世界に広がる学
習コミュニティーに参加し、相互に学
び合う。オンライン講座の各コースに
は電子掲示板が設けられ、講師やTA
（ティーチング・アシスタント）との質
疑応答が行われたり、受講者同士のコ
ミュニケーションが取られたりする。
受講者同士のつながりはオンラインに
限らず、オフラインで受講者が出会う
「ミートアップ」というイベントが世界
各国で行われている。

学習環境の変化を生んだ
インターネットの普及

大学に広がる
教育のオープン化の波

レポートの提出や
認定証の発行も行う特色強化と役割の再定義が必要な

オープンエデュケーションの時代

教材や授業の映像の公開にとどまらず、
学び合うコミュニティーの提供や認定証の発行を行う
「オープンエデュケーション」が注目を集めている。
誰もが無料で知識を得ることができるこうした環境が整いつつある中、
教育主体としての大学の存在意義をどう方向転換すべきかを論じる。

重田 勝介
北海道大学情報基盤センター准教授

大阪大学大学院卒（博士 人間科学）。東京大学助教、UC Berkeley 
Educational Technology Services 客員研究員を経て現職。専門分
野は教育工学、オープンエデュケーション。著書に『デジタル教材
の教育学』（東京大学出版会・共著）など。

しげた・かつすけ
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【図表２】オープンな教育サービスとしてのMOOC

OERを使った学習コミュニティー MOOC

数週間の
学習コースを
共に受講する

学び合う
学習

コミュニティー 認定証

学びたい人 受講者学びたい人 受講者

講師【図表１】大学教育におけるインターネット利用の経験

よくあった 8.2%

ある程度あった
30.0%

あまりなかった
32.2%

ほとんどなかった
29.6%

インターネットやメールなどを利用して、
授業以外でも教員や学生とコミュニケーションがとれる授業

出典／ベネッセ教育総合研究所「第２回 大学生の学習・生活実態調査報告書」（2012 年）

学習コミュニティー
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　オープンエデュケーションの活動が
広まる背景には、この活動を社会貢献
として位置付けて、大学が社会に向け
て蓄積した「知」を還流させるという
理念的な側面もある。
　一方、大学経営にプラスに働く側面
も存在する。例えば、大学への進学を
控えた入学志望者にとって、大学が公
開する教材を見ることは、教育の様子
を事前に知り、大学選びの手掛かりの
１つとすることができる。高校生が進
学したい大学を選ぶときに、オープン
教材として公開されているビデオ講義
を視聴すれば、自らの興味や学びたい
内容に近い教育を行っている大学を選
ぶことができるだろう。
　実際に、OCWを公開しているMIT
の調査によると、MITの入学生のうち
入学前にMITの講義をOCWで閲覧し
たことが大学選びに影響を与えた、と
答えた学生が27％を占めているとの
データがある。大学の広報活動や学生
募集にとって少なからぬ効果を持つこ
とが示されている。
　加えて、オープン教材を教科書とし
て使えば、教科書代の節減になり、ひ
いては学生が支払う教育コストを下げ
ることにもつながる。またMOOCをオ
ンライン教材として授業に使い、ブレ
ンド型学習（Blended Learning）に用
いることも可能である。
　ブレンド型学習の一形態として授
業前にオンライン教材で予習し、授
業では知識確認やディスカッションな
ど、知識を使う活動を行う反転授業
（Flipped Classroom）があるが、ア
メリカの一部の大学ではMOOCを反
転授業用のオンライン教材に用いる。
MOOCを予習時に受講させ、授業内容
に対する学生の理解度を高め、双方向

型の授業を行う。これにより、受講者
の離脱率を大幅に改善する効果が実証
されている。
　インターネットを通じて大学レベル
の教材や学習環境が提供され、誰でも
無料で知識を得ることができる環境が
整いつつある。同時に、大学がオープ
ンエデュケーションに関わり、公開さ
れた教材を用いることにより、大学の
認知度の向上や、大学教育の改善に役
立てる取り組みも広がっている。

　そもそも、eラーニングに代表され
る教育におけるコンピュータやネット
ワークの利用は、「デジタル化」され
た技術とメディアに支えられている。
デジタル技術の持つ特性上、またイン
ターネットが本来持っているオープン
な性格をふまえれば、大学の枠を超え
て教育コンテンツがオープンとなり、
あまねく行き渡ることは必然とも言え
る。デジタル技術が社会インフラとし
て定着している今日、大学教育がデジ
タル化・オープン化の流れに逆らうこ
とは困難であろう。
　このことはすなわち、大学が教育コ
ンテンツを提供する対象を学生に限定
し、学生をキャンパスに「囲い込む」こ
とが不可能になりつつあることを示し
ている。これからの大学はどのような
道を取るべきであろうか。
　一つの選択肢は、デジタル化した社
会、オープン化された「知」と共存す
ることである。オープンな教育コンテ
ンツを大学の認知度向上に役立て、大
学教育に学内外のオープンな教育コン
テンツを取り入れることによって教育
の質を高める。もちろん、大学教育は
教育コンテンツを学生に提供すること
だけでは完結しない。大学はブレンド

型学習や反転授業などの教育手法を
効果的に用いながら、大学の「知」に
学生がより深く関わる学習環境を提供
し、単純な知識伝達を超えた「学び」
の機会を提供する主体として、自らを
再定義すべきだろう。教職員やキャン
パスを有する大学だからこそ実現でき
る、学生の学習意欲を喚起し、きめ細
かな学習支援を提供する学習環境の構
築が望まれる。
　教育コンテンツがオープンになるこ
とは、それぞれの大学が有している教
育の「個性」を社会に周知させるきっ
かけともなる。それぞれの大学が必ず
有している歴史や特色に由来する強み
を再認識し、大学の特色、強みを生か
した教育コンテンツを学外に向け発信
することによって、大学の魅力を社会
に広く訴求できる。
　このとき求められるのが、「学外」
とのつながりの形成を促す教学マネジ
メントであろう。明確な大学の特色や
教育の目的に基づき、体系化した教育
内容と魅力あるコンテンツ、独自の学
習環境を発信し、地域・社会とのつな
がりを深化させる。学生に加え、保護
者、卒業生や企業・自治体など、大学
を理解し、関わりを持つステークホル
ダーが増えることにより、地域貢献や
連携のきっかけが生まれやすくなる。
学生募集や広報も活性化するだろう。
　「オープンエデュケーションの時
代」において、それぞれの大学はこれ
までの常識や前例にとらわれない、新
たな大学教育へのアプローチを生み出
すことが求められる。オープンエデュ
ケーションの活動に参画する、しない
にかかわらず、大学は自らが置かれた
社会の変化を捉えながら、それぞれの
大学の特色や強みに応じた活動を、そ
れぞれの大学でしか成し得ない形で実
現する道筋を真摯に考える時期に差し
掛かっている。

学外との関係形成を促す
教学マネジメントを

教育や経営の改善、
広報などへの寄与も
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インストラクショナルデザインによる
学習者目線の教育改革

　明治大学は司書課程、教職課程を中
心にｅラーニングを取り入れた科目を
開講している。2013年度は31科目を延
べ約1700人が受講した。
　同大学がｅラーニング導入の検討を
始めたのは2005年。大学全入時代の訪
れを控えた当時、いずれ通学課程、通
信教育課程の区分が撤廃される可能
性が大学関係者間で取りざたされてい
た。他大学に比べてｅラーニングに関
する対応が遅れていたことから、学内
には導入を焦る空気があったという。
　導入の推進役に就いた専任職員の宮
原俊之氏は「形だけの導入では意味が
ない」と、対面授業と同等かそれ以上
の教育効果を発揮する方法を、教育工
学に求めた。そこで出会ったのが、授
業設計の方法を理論立てた「インスト
ラクショナルデザイン＊」である。
　対象とする履修者像を具体化し、求
めるレベルをシラバスに明記する「入
り口の明確化」、履修後に獲得すべき
能力から逆算して授業内容を検討する
「出口の明確化」、小テスト、提出課
題、電子掲示板上のディスカッション
などによって学習成果を随時確認する
「インタラクティブ性の確保」などを

設計するものだ。「システマチックな
方法論なのでｅラーニングとは特に相
性がよく、海外には多数の実践例があ
る」と宮原氏は言う。この理論をベー
スに、2007年度からｅラーニングを取
り入れた科目が開講した。

　2009年度には、ICTを活用した次世
代の大学教育を考える役目がある、ユ
ビキタス教育推進事務室が設置され
た。以降、ｅラーニングを組織的に支
援している。対面授業に比べて大きい
教員の負担を軽減するとともに、学生
が授業内容以外でつまずくことがない
ように、複数のスタッフを配置。教材
の電子化を担うコンテンツスペシャリ
スト、学生からの相談を受けるラーニ
ングコンシェルジュなどが、チームとし
て１つの授業をつくり上げる。
　開講当初の主な目的は、離れたキャ
ンパスの授業を履修できない学生に
受講機会を提供するものだったが、現
在は「より深く理解できる」と、キャン
パスに関係なく積極的にｅラーニング
を選択する学生もいる。教員、学生の
双方から「対面授業より大変だ」との
声が上がる一方で、「労力に見合う成

果が得られる」との評価も定着してき
た。単位修得率は対面授業とほぼ変わ
らず、成績優秀者はｅラーニングを選
択した学生が多いという傾向が出てい
る。
　宮原氏は、「日本では、ICTは教育
効果の向上に寄与していないと言われ
がちだ。学生がより大きなメリットを感
じられるように、ICTを使って教育環
境を整えたい」と語る。

　ｅラーニングを取り入れた科目は、並
行して対面授業も開講されており、学
生は履修登録時に一方を選択できる。
　ｅラーニングの教材は、多様な学習
者のニーズやレベルを汲み、受講中の
あらゆる反応を想定して対策を盛り込
むなど、学習者目線が徹底されてい
る。この教材を対面授業にアレンジす
ることにより、以前よりも学生に対する
配慮が行き届くようになった。一方的
に話すだけだった教員が学生との議論
を取り入れたり、到達目標に準じて試
験の内容を変更したりする改善例もあ
るなど、インストラクショナルデザイン
に基づく授業設計のノウハウは、対面
授業にも応用されている。

導入自体を目的にせず
教育の質向上をめざす

効果的な授業設計を
組織的に支援

手法を対面授業に活用
FDとしての効果を生む

明治大学は、学習環境の変化に合わせ、eラーニングへの取り組み
を進めている。教育工学の概念である「インストラクショナルデザイ
ン」を取り入れ、多様な学習者のニーズに応えた教材を作成するなど、
オープンエデュケーションの時代にも対応し得る準備を進めている。

明治大学

＊ 授業の質を高めるために、一つの科目の授業を設計する際、個々の学習項目を分析的・システム的に
アプローチして設計しようという考え方。（明治大学HPより）
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　2014年度から「職業実践専門課程」
がスタートした。これは、「職業実践的
な教育に特化した枠組み」＊1の趣旨を
生かした先導的試行とされ、専修学校
専門課程のうち職業実践的な教育とし
ての条件を満たすものを認定する制度
である。専門学校の新たな魅力形成へ
の胎動を予感させる。
　日本の教育制度は普通教育中心に
発達し、第三段階教育＊2においても、
職業準備に焦点を絞り込んだ教育は、
一部の学校種や学科等のみがこれを担
い、その役割について大学では十分な
認知がされないままできた。特に、文
系大卒ホワイトカラー層については、
企業内訓練による職業能力形成が重視
され、新卒採用時には職業専門的な知
識や技能が問われることがなかったた
めでもある。今日、大学進学率が上昇

する中で、雇用多様化による非正規雇
用が拡大し、大卒ホワイトカラー採用
は厳選化した。学卒の就職と職業展望
が困難な状況下において、2009年に中
教審特別部会で、「高等教育段階の職
業教育」が審議されることになった。
　審議に込められていたもう一つの課
題に「専門学校の一条校化」がある。
専門学校教育は、特定の職業分野の教
育を担って発展してきたものの、その
学校教育法上の位置付けが問題だった
からである。職種に細分化・特化した
専修学校は、確実に職業専門分野の教
育を担ってきたが、専修学校制度は、
各種学校をベースに発足し、制度の
輪郭の曖昧さを残している。ある面で
は、それは他の学校種との扱いの格差
を助長し、またある面では制度の「柔
軟さ」が専修学校の発展をもたらした
とも指摘されてきたのである。
　中教審特別部会では、諸外国の制度
例もふまえ、審議した。著者も委員の

一人として、目的・手段・統制の面から
「職業の職業による職業のための教
育」として理解すべきであるとの主張
をした。答申は、キャリア教育との対比
から「一定の、または特定の職業に従
事するために必要な知識、技能、態度
を育む教育」と職業教育を定義した。
　2011年には「職業実践的な教育に特
化した枠組み」の整備を提言する答申
が出た。専修学校の制度改革だけを
想定したものではないが、2012年から
「専修学校の質の保証・向上に関する
調査研究協力者会議」で、枠組みの具
体化に向けての議論が続けられた。
　まず、既存の専修学校制度の質保証
と社会的認知向上のため、「制度の柔
軟さと曖昧さ」の払拭に向けて、2013
年３月に「専修学校における学校評価
ガイドライン」が制定された。そこでは
第三者評価までは求めず、むしろ学校
関係者評価に焦点をあてる。それはあ
る面、大学の認証評価以上に明確に、

教育プログラムの方向性を自覚的に点
検・評価・確認するものとなっている。
　そして同年７月の「職業実践専門課
程」創設において、企業関係者等と連
携した学校評価と教育改善のサイクル
を保証するという、大学と異なる固有
のアプローチを宣言した。「学校評価
ガイドライン」＊3 が極めて重要な基盤
となっていることがわかる。

　職業実践専門課程の輪郭は、図表の
通りである。学校評価に限らず、あら
ゆる基準に「企業その他関係機関との
連携」が盛り込まれている。
　これまで専門学校は優れた職業教
育を行っていても、法制度上は学校と
して認められていなかった。その意味
で、「企業その他関係機関との連携」
という規定は、将来的には専修学校全
体の実質的なスタンダードとして機能
していく可能性も想定される。
　この課程の特長を見ると、目的に、
「実務に関する知識、技術及び技能を
教授し、職業に必要な実践的かつ専門
的な能力を育成する」と、他の学校種
の場合であれば学校教育法で規定さ
れた、教育方法論を含む目的条文に相
当する記述がある。教育課程において
は、「企業等と密接かつ組織的な連携
体制を確保して、授業科目の開設その
他の教育課程の編成」が求められ、企
業等関係者が加わる「教育課程編成
委員会」等の例示がされている。さら
に、実習・演習等、教員の資質向上、
学校評価、その全てに「企業等との連
携」の確保が求められている。
　これは学校「組織」の設置に関する
ものではなく、「企業等との連携」を明
確にした「教育プログラム」の目的・方
法・統制の規定である。その課程認定

に関する実施要領で
は、「連 携」の協定
書、「教育課程編成委
員会」や「学校関係者
評価委員会」の委員名
簿、個人および企業等
の同意書まで提出を求
め、その実質を問うて
いる。
　この課程は、従来の
専門学校教育が個々に
持っていた卓越した要
素を全ての次元で統合
している。すでにお分
かりの通り、この課程
創設の政策は、多数の専門学校がそ
れぞれの教育プログラムを見直し、質
的向上への取り組みを喚起するもので
ある。申請のプロセス自体が、専門学
校の質的向上の取り組みとなり、認定
によって社会にもその魅力をアピール
できる。まさしく大学教育にとって脅
威というべきであろう。

　大学が職業教育の充実を図るとき、
こうした取り組みは大いに参照でき
る。特に大学の場合、準拠すべきス
テークホルダーを「企業等」というよ
りも、「地域・産業・職業」など多様
に、また広範囲で設定することが適切
である。大学の機能別分化の議論が
待たれるが、大学は自らの機能に応じ
て、職業実践的な専門課程の方法論
を取り込むべきだろう。
　大学でも職業への移行支援は行わ
れてきたが、多くは教育プログラムと
切り離された、就職対策・キャリア意
識形成支援にとどまっていた。企業か
らの社会人基礎力の要請も、大学専門
分野に対する企業側の理解が限られ

たままで、しばしば専門分野の入り口で
ある低年次の共通教育において「エン
プロヤビリティ（雇用者に求められる能
力）形成が語られたりしている。
　しかしながら、社会に送り出す際の
要は、職業に向けての「しつけ」であ
り、専門学修における「ディシプリン」
である。そして、職業実践専門課程が
「企業との連携」を通して前者を追究
するのであれば、後者を探究するのが
大学であろう。
　「企業等との連携」の延長には「企
業がお客様、学生は商品」と宣言する
学校も出てくるだろう。しかし、大学
の場合には、「学生」をお客様扱いし
てキャリア教育で何かを教え込もうと
するのでもなく、大学の本来の姿に立
ち戻って、学生を「主役」として、アク
ティブラーニング（能動的学修）を促
し、インターンシップやPBLなどに取
り組ませていくことが大切であろう。
それらを専門教育と密接に関連付け、
「地域・産業・職業」との統合的な学
修（work integrated learning）を、学
位プログラムの中に組むことで、大学
らしい「キャリア教育・職業教育」の
一体化した取り組みが実現できるので
はないだろうか。

企業との連携を強め
新たな魅力形成をめざす

大学は機能に対応した
実践的専門学修の導入を

認定のプロセスが
質向上の取り組みになる

大学のキャリア教育・職業教育の転換期
−新課程のインパクトをいかに受け止めるか？−

2014年度から専修学校に「職業実践専門課程」がスタートした。
中教審特別部会の委員を務めた吉本圭一教授に、
この課程の創設に至る経緯と、
大学がキャリア教育・職業教育を行うにあたり、
この課程設置の影響をどのように受け止めるべきか寄稿してもらった。

吉本 圭一
九州大学教育学部長

東京大学教育学部卒業、博士（教育学）。九州大学人間環境学研究
院主幹教授。人間環境学研究院副研究院長。中央教育審議会キャリ
ア教育・職業教育特別部会、専修学校の質の保証・向上に関する調
査研究会の委員を歴任。日本インターンシップ学会会長。

よしもと・けいいち

オピニオン

専門学校職業実践専門課程のスタート 　● 特集　脅威をチャンスにし、特色強化を推進する

＊１ 中教審「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）で示された考え方。
＊２ 諸外国で中等教育（第二段階教育）の上に、大学セクター、非大学セクターでの体系的な教育が普及し、これを第三段階教育と把握している。

＊３ 学校評価方法についての指針。

【図表】職業実践専門課程の創設について（報告）より抜粋

目
的

専門課程のうち、企業その他関係機関との連携の下、当該課
程の目的に応じた分野における実務に関する知識、技術及び
技能を教授し、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育
成することにより、専門課程における実践的な職業教育の水
準の維持向上を図り、もって生涯学習の振興に資すること。

認
定
基
準

●�当該専門課程の修業年限が２年以上であること。全課程の
修了に必要な総授業時数が1700単位時間以上又は62単
位以下であること。
●�企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、授業科目
の開設その他の教育課程の編成（改善・工夫を含む）を行っ
ていること。
●�企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、実習、実
技、実験又は演習を行っていること。
●�教員に必要な専攻分野における実務に関する知識、技術及
び技能並びに、指導力の修得・向上を目的として、企業等
との連携の下、研修を組織的に行っていること。
●�学校の自己評価に加え、企業等が委員として参画する学校
関係者評価を実施し、公表していること。
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　職業実践専門課程の認可基準は、企
業との綿密かつ組織的な連携を強く打
ち出しているのが特徴だ。大学のよう
に研究開発面中心の連携ではなく、人
材育成のための連携を求めている。
　申請にあたっては、企業人を含む教
育課程編成委員会等を設置し、最新の
知識、技術をカリキュラムに反映しな
ければならない。また、教育成果を検
証する学校関係者評価委員会を設け、
その結果を公表することが義務付けら
れている。評価委員会にも企業や業界
団体等の第三者が参加する。さらに企
業と連携した組織的な教員研修の実施
も要件となっている。
　職業実践専門課程が創設される以前
から、多くの専門学校は企業等の協力
を得て実習・演習を行ってきた。特に
医療・福祉系、理容美容系、工業系の
学校は顕著である。私が理事長を務め
る医療・福祉系の専門学校は、今回の
申請のために大きくカリキュラムを変
えることはなかったが、今後は企業連
携を強化し、常に産業界の最新のイノ
ベーションを実習に取り入れるよう授
業内容の見直しをする予定だ。商業実

務系でも、企業での実習に取り組む学
校が今後増えるだろう。
　また、職業実践専門課程の施行は授
業内容の改善、結果の検証と外部への
公表というサイクルをシステム化して
いる点が重要だ。学生が常に最新の知
識・技術を学べるカリキュラムになっ
ているか、外部から見えるようになる。
こうしたシステムは外国には見られな
いので、日本で職業教育を受けたいと
考える外国人も増えるのではないか。
　専門課程を持つ専修学校は全国に
約2800校ある。2014年度はそのうち約
400校、学科数で約1400学科が職業専
門実践課程の認可を申請した。全体
から見ればまだ少ないが、動向を静観
し、次年度以降に申請を考えている学
校もあると思う。これまで自己点検評
価とその公表を行っていない学校が多
いことが理由だと考えられる。私は、
いずれは認可を受ける学校が1000校程
度になると見ている。

　専門学校はこれまで産業界を支える
職業人を育成してきたが、高等教育機
関としては認められていない。海外に
目を向けると、EU諸国では高度な専門

職を養成する職業教育は、大学の教育
と同じように高く評価されている。
　私は、以前から高等教育機関の複線
化を提案してきた。これは大学を中心
とするアカデミック・ラインに加え、高
度な職業教育を行う専門学校によるプ
ロフェッショナル・ラインを、高等教育
として位置付けるという考えである。
　私個人は、教育の原点は学生が持
つ力を引き出してやることだと考えて
いる。大学で行われる学術教育に適さ
ない若者も少なからず存在する。プロ
フェッショナル・ラインを通じて、こう
した若者に高度な職業教育を教授し、
自信をつけさせることも必要だろう。
　大学で行われてきた大教室での講義
形式の授業にも疑問を感じている。一
部の優秀者のみが大学に進学していた
時代とは異なり、大学・短大進学率が
５割を超える現代では講義だけで理解
できる学生は少ない。グループ授業を
取り入れる大学も増えているが、専門
学校は以前から実践的な少人数授業を
行っている。大学の授業改善の参考に
なるケースもあるのではないか。
　高等教育機関の複線化は、専門学
校と大学が競争するという意味ではな
い。双方が学び合い、互いに発展でき
る形が理想的だと考えている。（談）

小林 光俊
全国専修学校各種学校総連合会会長

1943 年生まれ。東京都内
に 5 校の医療・福祉系の
専門学校を擁する学校法人
敬心学園理事長。学校法人
東京国際大学理事。2008
年より東京都専修学校各種
学校協会会長も務める。

こばやし・みつとし

５つの専門学校を持つ学校法人の理事長でもある小林光俊会長に、
職業実践専門課程の設置により、専門学校にもたらされる
教育の質の変化と、これからの職業教育の位置付けについて聞いた。

インタビュー

専門学校職業実践専門課程のスタート

企業と連携し、協業して構築する
専門学校の教育力

人材育成面の企業連携を
新課程では重視

職業教育と学術教育
高等教育の複線化が理想


